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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】令和2年11月12日(2020.11.12)

【公開番号】特開2018-198673(P2018-198673A)
【公開日】平成30年12月20日(2018.12.20)
【年通号数】公開・登録公報2018-049
【出願番号】特願2017-104064(P2017-104064)
【国際特許分類】
   Ａ６３Ｆ   7/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６３Ｆ    7/02     ３１６Ｄ

【手続補正書】
【提出日】令和2年9月18日(2020.9.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技が可能な遊技機であって、
　遊技媒体が進入可能な進入口と、
　前記進入口を遊技媒体が進入し易い第１状態と進入不能または進入困難な第２状態とに
変化させるための可動部材と、
　前記進入口の周縁部において、前記進入口が前記第２状態に変化したときに前記可動部
材の先端縁部に対応する特定縁部から前記遊技機の前方側へ突出している突出部と、
　遊技媒体を前記特定縁部の一方側よりも高い割合で他方側から前記進入口へ誘導する誘
導部と、
　を備え、
　前記突出部は、前記特定縁部よりも短寸となるように該特定縁部の他方側に沿って設け
られ、
　前記突出部に、前記可動部材の先端縁部との間に挟まった遊技媒体の流下を促すための
傾斜部が形成されており、
　前記第２状態において、前記可動部材の先端縁部は、前記進入口より前記遊技機の前方
側で、かつ前記突出部の前端部より後方側に位置する
　ことを特徴とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　前記課題を解決するために、本発明の手段Ａの遊技機は、
　遊技が可能な遊技機（例えば、パチンコ遊技機１）であって、
　遊技媒体（例えば、遊技球Ｐ）が進入可能な進入口（例えば、大入賞口７ａ／第２始動
入賞口６１等）と、
　前記進入口を遊技媒体が進入し易い第１状態（例えば、図１０（Ａ）に示す開放状態／
退避位置／図２１（Ａ）に示す開放状態）と進入不能または進入困難な第２状態（例えば
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、図１２に示す閉鎖状態／突出位置／図２１（Ｂ）に示す閉鎖状態）とに変化させるため
の可動部材（例えば、大入賞口扉７ｂ／可動板６２）と、
　前記進入口の周縁部において、前記進入口が前記第２状態に変化したときに前記可動部
材の先端縁部（例えば、先端縁部７ｈ／先端縁部６２ａ）に対応する特定縁部（例えば、
上縁部５０１ａ／前縁部６１ａ）から前記遊技機の前方側へ突出している突出部（例えば
、突出部５０１Ａ／突出部５１１Ａ／突出部５２１Ａ）と、
　遊技媒体を前記特定縁部」の一方側よりも高い割合で他方側から前記進入口へ誘導する
誘導部と、
　前記突出部は、前記特定縁部よりも短寸となるように該特定縁部の他方側に沿って設け
られ（例えば、突出部５０１Ａは、上縁部５０１ａの右端位置から左右方向の略中央位置
よりもやや右側位置にかけて延設され、左右方向の幅寸法Ｌｂ１は、大入賞口７ａの上縁
部５０１ａの左右方向の幅寸法Ｌｂ２よりも短寸に形成されている（Ｌｂ１＜Ｌｂ２）、
図３参照。）、
　前記突出部に、前記可動部材の先端縁部との間に挟まった遊技媒体の流下を促すための
傾斜部が形成されており（例えば、変形例１における突出部５１１Ａは、該突出部５１１
Ａの先端縁部が右端部から左端部にかけて漸次後方側に傾斜している。図１８参照。／突
出部５２１Ａは、その背面が右側から左側にかけて漸次前方側（可動板６２から離れる方
向に）に傾斜して延設されている。図２０参照。）、
　前記第２状態において、前記可動部材の先端縁部は、前記進入口より前記遊技機の前方
側で、かつ前記突出部の両端部よりも後方側に位置する
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、進入口の周縁部と可動部材との間に遊技媒体が挟まることを好適に
防止できる。
　また、前記課題を解決するために、手段１の遊技機は、
　遊技が可能な遊技機（例えば、パチンコ遊技機１）であって、
　遊技媒体（例えば、遊技球Ｐ）が進入可能な進入口（例えば、大入賞口７ａ／第２始動
入賞口６１等）と、
　前記進入口を遊技媒体が進入し易い第１状態（例えば、図１０（Ａ）に示す開放状態／
退避位置／図２１（Ａ）に示す開放状態）と進入不能または進入困難な第２状態（例えば
、図１２に示す閉鎖状態／突出位置／図２１（Ｂ）に示す閉鎖状態）とに変化させるため
の可動部材（例えば、大入賞口扉７ｂ／可動板６２）と、
　前記進入口の周縁部において、前記進入口が前記第２状態に変化したときに前記可動部
材の先端縁部（例えば、先端縁部７ｈ／先端縁部６２ａ）に対応する特定縁部（例えば、
上縁部５０１ａ／前縁部６１ａ）から突出する突出部（例えば、突出部５０１Ａ／突出部
５１１Ａ／突出部５２１Ａ）と、
　を備え、
　前記突出部は、前記特定縁部に沿って該特定縁部よりも短寸となるように設けられてい
る（例えば、突出部５０１Ａは、上縁部５０１ａの右端位置から左右方向の略中央位置よ
りもやや右側位置にかけて延設され、左右方向の幅寸法Ｌｂ１は、大入賞口７ａの上縁部
５０１ａの左右方向の幅寸法Ｌｂ２よりも短寸に形成されている（Ｌｂ１＜Ｌｂ２）、図
３参照。）
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、進入口の周縁部と可動部材との間に遊技媒体が挟まることを好適に
防止できる。
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